
「現場運営における対策(スタッフ用感染症対策・業務ルール)」 
2020/9/15 現在 

弊社勤務オペレーション（下記、勤務チェックシート参照）、運営マニュアル（基本的な内
容は下記参照）におけるコロナ対応、対策に沿って業務を行って下さい。 
 
●勤務チェックシートについて 
現場勤務スタッフの皆さまには、勤務チェックシートの記入及びその内容の報告を義務付
けており、本チェックシートにより、体調管理と現場の感染症対策を行なっています。 
お手数ですが、毎回現場での提出をお願いします。 
 

＜チェックシート＞ 

起床〜出発 
① □ 起床・体温計測⇒チェック後スグ写メして報告ください。 

② □ マスク着⽤ 

到着時 
③ □ ⼊館時・施設レギュレーションの体調チェック 

④ □ 到着後・バックヤードで⼿洗い 

勤務時間中 

担当者と合流し業務へ 

コロナ対応オペレーションに基づき業務を⾏なってください。 

特に、⼿で顔を触らないことなど細⼼の注意を払ってください。 

⑤ □ 休憩開始時：⼿洗い 

⑥ □ 休憩終わり：⼿洗い、マスク着⽤ 

⑦ □ スタンバイ：⼿消毒 or ⼿袋、ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞなど 

⽔分補給は熱中症対策に必要です。こまめに⽔分補給してください。 

なお、⽔分補給の際も⼿で⼝を拭わないなど注意を！ 

退出時 ⑧ □ 勤務終了後：⼿洗い 

帰宅 
⑨ □ 帰宅後：⼿洗い 

⑩ □ 体温計測 ※異常があれば必ず報告してください。 
  ※上記フォーマットはデータにて配信します。チェックボックにチェックを入れて 
   スクリーンショットしてメールなどで送って下さい。 
  ※１回目のメールは①起床時の体温計測時、体温計を写メして下さい。 
  ※２回目のメールは終了報告時に⑩に☑した後写メして下さい。 
 
●＜スタッフ用感染症対策・業務ルール＞ 
・外出先から屋内に入った際、界面活性剤入りのもの（石鹸など）で手洗いを行なってくだ
さい。各所設置されているアルコール消毒は必ず行なってください。 
また、手洗い後は共有タオルなどは避け、ペーパータオル（使い捨て）や自分のハンカチで

手を拭いてください。 
 
・マスク（フェイスシールド）の装着 
コロナは、唾や唾液からの飛沫感染、また口から出るエアロゾルなどから感染すると報告さ
れています。マスクは必ず装着してください。またウイルスは、目、口、鼻などから入って
くるので、物品などを触った手で口などを触ることを防ぐことにも役立ちます。 
会場でフェイスシールが用意されている場合は、装着してください。 



用意がなければ、ソーシャルディスタンスに気をつけてください。 
 
・熱中症の注意 
マスク装着による熱中症が発生しています。こまめに水分補給を行なってください。 
なお、水分補給の際、周りに人がいない場所でマスクを外して行なってください。 
マスクを外した際の注意点は、正面を向いて喋らない、咳やくしゃみに気をつけて下さい。 
 
・食事：会話すると飛沫が食べ物や相手にかかってしまう可能性があります。休憩が一緒に
なっても食事は一緒にとらないようにお願いします。基本対面での食事はしないように。ま
た飲み物の回し飲みは絶対にしないでください。 
 
・トイレでの感染報告あるので注意が必要です。（靴裏、トイレの床面が感染源になった例

も報告されています。）靴裏もアルコールスプレーでの除菌をお勧めします。 
 
・物品、人との接触について 
使用する備品、お客様へお渡しする物品については、ご注意ください。 
基本、定期的な除菌が必要です。（除菌方法については、現場ディレクター及びマニュアル
にて確認してください） 
またお客様のケータイ（操作のお手伝いなど）も絶対に触らないようにしてください。 
※万が一触れた場合は、お客様のケータイ画面を除菌ウェットティッシュで拭き、手はアル
コール消毒スプレーを必ず行なってください。 
ソーシャルディスタンスは１m 以上空ける。また時間は 15 分以上濃厚接触があった場合
（厚労省HP の Q&A より）が濃厚接触者となりますので、常に意識して距離と時間に注意
してください。 
 
・会場の清掃について 
「アルコール消毒スプレー」「除菌ウェットティッシュ」「使い捨てマスク」「使い捨てビニ
ール手袋」など備品を用意しています。マニュアルやディレクターの指示に従って、定期的
な清掃（除菌）を行なってください。 
 
・会場のごみとして、備品など消毒して拭き取ったウェットティッシュ、お客様が使用され
たマスク、手を拭いたウェットティッシュなどは、他のごみと一緒にせず、個別のビニール
袋に入れ密封して処分するようにお願いします。（現場責任者の指示に従ってください） 
 
●報告義務：以下内容に該当する場合は、必ず報告を行うこと。 
・37.0℃以上（平熱時+1℃）の発熱、咳、呼吸が苦しい、腹痛、下痢、味覚障害の症状が 
ある者 

・新型コロナウィルス感染症の陽性者との濃厚接触がある者。PCR検査指示を受けた者。 
・同居家族や身近な知人の感染が疑われる者、過去 14日間以内に政府から入国制限、 
入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航及び当該国・地域の在住者と 
濃厚接触がある者 

・過去 14日以内にアルコールを含む飲み会（複数人）を各行政が定める「感染症防止ガイ

ドライン実施店」の認定を受けていない店舗に行った場合。 
 
本内容について全て確認しルールを守り業務を遂行します。 
なお、報告義務に該当することがあり、その報告を怠った場合は、しかるべき処分をうける
ことを誓約します。 
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